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１ 計画の目的 

 
 
人口減少や高齢化が見込まれる中でも、持続

可能なまちを目指し、高齢者でも出歩きやすい
快適な生活環境の実現や、若年者にも魅力的な
まちを実現するため作成します。 

〇 計画の目的  
 
立地適正化計画には、「計画区域」、「基本的な方

針」、「居住誘導区域」、「都市機能誘導区域」、「誘導
施設」、「誘導施策」を記載します。 

２ 現状と将来推計の分析 

３ 立地適正化計画の区域 

立地適正化計画は、都市マスタープランの一部となることか
ら、まちづくりの基本理念・将来像・目標年次を継承すること
とします。都市マスタープランでは、生活圏や地域特性を踏ま
え、市を佐倉・根郷、臼井・千代田、志津、和田・弥冨の４地
域に分け、まちづくり方針などを定めており、本計画でもそれ
ぞれの地域に都市機能誘導区域などを設定します。なお、地域
全体が市街化調整区域の和田・弥富地域には、公共施設等集積
区域を設定します。 

＜まちづくりの基本理念＞ 
各地域の個性を活かしたまちづくりを行い、魅力と活

気にあふれる地域づくりに取り組みます。更には、それ

らをネットワークで結ぶことにより、市全体としての個

性～佐倉らしさ～や魅力、活気を高め、すべての市民が

各地域固有の歴史・自然文化に代表される資産、活気に

満ちた都市機能、安全・安心・快適な生活空間を享受で

きる、持続可能なまちづくりを目指します。 

また、市民・企業・行政がまちづくりの主体となり、

適切な役割分担と協働によるまちづくりを目指します。 

～佐倉市版の集約型都市構造の維持・強化に向けた基本的な方向性～ 

歩いて暮らせる
まちづくりに向けて

～拠点～

•生活利便性の向上や地域交
流による活性化に資する拠点
の形成

•地域の拠点性を高め、交通
ネットワークを充実・確保す
ることで、歩きたくなるまち
の実現

安心して、健康で快適に住み続け
られるまちの形成に向けて

～居住～

•身近な生活サービスを維持

•多様な居住スタイルの提供

•農村集落と市街地とのネッ
トワークの維持・強化を図り
ながら、地域の活力の維持

公共交通を中心とした移動利便
性の確保に向けて

～交通ネットワーク～

•様々な移動手段を利用
しやすい都市構造を維持

•公共交通のサービス水
準を維持し、移動利便性
の確保

５ 居住誘導区域 

地区センター駅

ユーカリが丘駅

公園駅

女子大駅

中学校駅

井野駅

勝田台駅

志津駅

臼井駅

京成佐倉駅

大佐倉駅

JR佐倉駅

物井駅

南酒々井駅

榎戸駅

凡例

居住誘導区域

＜居住誘導区域の設定方針＞ 

〇 市街化区域は、佐倉・根郷、臼井・千代田、志津の３地域に、市域の約 2 割でコンパクトに

設定されています。市街化区域内（工業、工専除く）人口密度は、目標年次においても市街地

の目安となる 40 人/ha（人口集中地区（DID）設定の基準）を超えることから、市街化区域を

基本として、居住誘導区域とします。 

〇 計画に記載する事項 

４ 立地の適正化に関する基本的な方針 

〇 佐倉市全域 〇目標年次：平成 42 年（都市マスタープランと一致） 

（注）以下の区域は居住を誘
導する区域には含みません。 

・土砂災害関係区域 
・企業立地を推進する工業

系用途地域 
・佐倉城址公園周辺区域 
・土地区画整理事業が実施

されていない区域 

一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保され

るよう、居住を誘導しようとする区域。 

都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体を計画区域とすることが基本 

都市の生活を支えることが可能となるような理念、将来像を設定

し、人口密度の維持や施設配置、交通の充実など方向性を記載。 

問題点と課題 

〇生活利便性の観点 

→日常生活を支えるサ
ービス施設の喪失な
どが懸念 

→公共交通のサービス
水準の低下が懸念。 

→自ら移動手段を持た
ない市民の増加が見
込まれる。 

〇居住環境の観点 

→空き家等の増加な
ど、地域環境の悪化
等が懸念。 

→災害リスクのある土
地が分布している。 

〇都市経営の観点 

→社会保障費は年々増
加傾向。 

→公共施設等の老朽化
などにより改修や更
新など、多額の費用
が必要となると予測
される。 

将来像：都市と農村が共生するまち 佐倉 
市民は誰でも“都市の便利さ”と“農村の豊かな自然”を併せて

享受できるまち～持続可能なまち～を創造する。 

※工業、工業専用地域除く 

〇まちづくりの観点 

→都市マスタープラン
で市の玄関口に位置
付 けられ ている 佐
倉・根郷地域の市街
化 区域内 人口密 度
は、３地域で最も低
い状況であることか
ら、早急な対策が必
要。 

凡例
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凡例

平成47年総人口(人)
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６ 都市機能誘導区域 医療・福祉・商業等の生活サービス施設を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

京成佐倉駅

JR佐倉駅

臼井駅

地区センター駅

ユーカリが丘駅

志津駅

京成佐倉駅・JR 佐倉駅周辺 志津駅・ユーカリが丘駅周辺 臼井駅周辺 

＜３地域に共通する施策＞ 
・居住を誘導する施策 

→転入促進や転出抑制につながる住宅施策 
→公共交通ネットワークの維持と利便性の向上 
→災害に対する安全性の向上 等 

・都市機能を誘導する施策 
→必要に応じ用途地域や容積率等の都市計画の変更 
→財政・金融・税制上の支援制度の活用 等 

＜佐倉・根郷地域に特化した施策＞ 
→拠点内循環バスの運行 →佐倉図書館建替え事業 
→日本遺産に関連した事業 

９ 目標指標 

１０ 和田・弥富地域 

＜誘導施設の充足＞ 
基準値（いずれも H28.3） 
京成佐倉駅・ＪＲ佐倉駅周辺 90％ 
臼井駅周辺         88％  100％（H42） 
志津・ユーカリが丘駅周辺  88％  
 
＜佐倉・根郷地域の居住誘導区域内の人口密度の維持＞ 
基準値 58.5 人/ha(H22)     維持（H42） 
 
＜公共交通利用者数（路線バス・ユーカリが丘線・循環バス＞ 
461 万人(H27)         維持（毎年モニタリング） 

 

【都市機能誘導区域の役割】 
〇 ３地域とも鉄道駅を中心に市街地が拡がっていることか

ら、公共交通結節点であり、人が集まる拠点である鉄道駅周
辺で日常的な生活行動が完結することを目指します。 

〇 京成佐倉駅・JR 佐倉駅周辺では、歴史・文化資産や行政
施設が集積している特性を活かします。 

【都市機能誘導区域の設定方針】 
〇 都市マスタープランにおける集積を図る拠点に位置付けられて

いる 5 か所を中心とした 800m 圏内を基本とします。 
〇 800m 圏を超えても、用途地域や街区のまとまり等を加味しま

す。 
〇 都市再生整備計画事業の計画区域を含めます。 

７ 誘導施設 居住者の共同の福祉や利便の向上を図る観点から、都市機能誘

導区域ごとに立地を誘導すべき施設 

１１ 本計画で目指す姿 

京成佐倉・ＪＲ佐倉
駅周辺

臼井駅周辺
志津・ユーカリが丘

駅周辺

診療所（内科） ○ ○ ○

（外科） ○ ○ ○

（小児科） ○ ○ ○

（歯科） ○ ○ ○

（眼科） ○ ○ ○

（耳鼻咽喉科） ○ ☆ ○

（産婦人科） ○ ☆ ■

地域包括支援センター 〇 〇 〇

認定こども園・保育園 〇 ■ 〇

子育て支援センター 〇 〇 〇

児童センター・老幼の館 ■ ■ 〇

高等学校 〇 - -

高等教育機関 ■※ - ■

図書館 〇 〇 〇

博物館・美術館 〇 - -

地域交流センター 〇 〇 〇

大型小売店舗 〇 〇 〇

銀行等、郵便局、簡易郵便局 〇 〇 〇

出張所、市民サービスセンター、
派出所

〇 〇 〇

市庁舎、国・県の出先機関 〇 - -
　
　（誘導施設の設定凡例）　○：誘導（維持）　■：誘導（確保）　☆：誘導（補完）　－：設定しない

大分類 小分類

誘導施設

医療施設

子育て支援施設

高齢化の中で必要性の高ま
る施設

教育施設

文化施設

集会施設

商業施設

行政施設

公共施設等の維持 

・和田地区、弥富地区の公共

施設の集積地を公共施設等

集積区域と位置付ける。 

・自然・農業等を活かした観

光振興施設の立地の可能性

について検討 

・市街地との公共交通ネット

ワークの形成を図る。 

和田地区 
・和田出張所、
和田公民館、和
田小学校、和田
学童保育所、和
田ふるさと館、
下総和田郵便
局、和田診療所
が集積するエリ
ア周辺 

弥富地区 
・弥富派出所、弥富
公民館、弥富小学

校、弥富学童保育
所、農村婦人の家、
弥富簡易郵便局、弥

富あさくらクリニ
ックが集積するエ
リア周辺 

拠点内循環バス 

佐倉図書館 

おはやし館 

裁判所 市立美術館 

国立歴史民俗博物館 

佐倉市役所 

佐倉保育園 

中央公民館 

武家屋敷 

市民体育館 

いな

印旛合同庁舎 

旧堀田邸 

老幼

佐倉警察署 

法務局 

ベイシア 

ヤングプラザ 

佐倉中央病院 

厚生園 

佐倉図書館建替え事業 

【都市機能誘導区域の設定方針】 
〇 住民がそれぞれの都市機能誘導区域で、日常的なサービスの提

供を受けられるよう、日常生活に必要な施設を設定します。 
〇 京成佐倉駅・ＪＲ佐倉駅周辺では上記に加え、歴史・文化資産

や行政施設が集積している特性を活かし、市の玄関口としての代
表的な施設を設定します。 

都市機能誘導区域 

主な経由地：市役所や中央公民館、佐倉図書館印旛合同庁舎、

歴博、市民体育館、旧堀田邸、ベイシア 等 

図 将来都市構造図 
（都市マスタープラン） 

８ 誘導施策 

【期待される効果】・定住人口の維持 ：172,252 人 

         （佐倉市人口ビジョンＨ42 時点） 


